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海洋施設の廃棄方法
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（１） 廃棄方法の区分 
本海洋施設の廃棄は、先述の通り、主体構造の大半を撤去・陸上処分し、海底下

1.0m 以深の基礎モノパイルのみを海洋に廃棄するものである。これは、「海洋施設廃棄
の許可の申請に関し必要な事項を定める件（平成 18 年 12 月 21 日環境省告示第 153
号）の第２の３（3）1）「海洋施設のうち、海面上に存する主要な設備部分等（以下、
「上載設備等」という。）の全部及び上載設備等を支持する構造物（以下、「架台等」と
いう。）の全部又は大部分を陸上に撤去し、架台等の残部及びパイプライン等を残置す
る」廃棄方法にあたる。 

かかる廃棄方法の採用に当たり、本申請に係る廃棄方法は以下の要件を満たしてい
る。 

 
a. 海洋へ廃棄される海洋施設中に残油等その他の浮上する可能性のあるものが残されて

いないこと 
廃棄を予定する基礎モノパイルは、SM400A（溶接構造用圧延鋼材）から成る鋼管

を無塗装で利用していることから、廃棄後に残油等その他の浮上する可能性のあるも
のが残されることは想定されない。 
なお、SM400A 鋼材の含有化学成分は、炭素 0.15～0.16%、珪素 0.15～0.16%、

マンガン 0.99～1.02%、リン 0.011～0.015%、硫黄 0.004%である。 
 

b. 埋設等の適切な手段を講じていることから、海洋へ廃棄される海洋施設自体が浮上又
は移動する可能性がないこと 

   海洋へ廃棄される基礎モノパイルは溶接構造用圧延鋼材（密度 7.85g/cm3）を使
用しており、海底への打ち込み部周囲の砂泥層（1.6～2.0g/cm3）に対して密度差が
大きいことから、廃棄された基礎モノパイルが浮上することは想定されない。  

   また、海洋へ廃棄される基礎モノパイルの下方末端部は海底地層の w-lt1 層（固結
シルト層）に到達していて固定されている（図-6）ことから、それ自体が移動するこ
とは想定されない。 
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c. 海洋へ廃棄される海洋施設が船舶航行の安全の支障とならないこと 

令和 8 年 2 月 16 日付け海域の利用者である地元漁業者からは、第二期工事後の基
礎モノパイル上端は海底下に埋め戻され更地化されることから、船舶航行に影響は
ない旨の意見を戴いた上で、令和 8 年 4 月 23 日付け青森海上保安部交通課へ本申請
に係る事前説明を実施済みである。 

 
d. 海底地形の変化の可能性 
   波による地形変化の可能性について、平成９年度土木研究会講演会における『海岸

浸食のタイプ分類と沿岸漂砂量の全国実態』によれば、秋田県能代沿岸の場合、波に
よる海底地形の変化が生ずる限界水深は 14～15m とされている（表-2）。これに対し
て、本廃棄海域の水深は 20m 以上であることから、波による海底地形の変化はない
ものと見込まれる。 

 
 
 
 
 

図-6 海底下基礎モノパイル打ち込み部周囲の地層構造 
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（２） 廃棄の手順 
a. 残存基礎モノパイル上端部の切断・撤去 

残存の基礎モノパイルは海底面下 1.2m までが中空となっており、海底面下 1.0ｍ地
点で内面からの切断が可能な状態であることから、当該基礎モノパイルの内側に潜水士
が入り、同モノパイルの内側から同モノパイルを海底面下 1.0m の部分で切断し、切断
された長さ 1.5ｍ（海底面上 0.5ｍ～海底面下 1.0ｍ）のモノパイルを起重機船により引
き上げて撤去・陸上処分し、さらに切断部以深の基礎モノパイルの上部へ底質を埋戻し
て海底を平坦化する。 
 このように海洋へ廃棄される基礎モノパイルの埋戻しを行うことで、濁りを伴う海底
の掘削を伴わず、埋戻し時の使用土量も最小限にできることから、濁りの発生を減らす
ことができ、海底下の基礎モノパイルの全撤去を行う場合の掘削量及び濁り発生量に比

平成 9 年度土木研究会講演会講演集 波による地形変化の限界水深一覧「海岸浸食のタイプ分類と沿岸漂砂量の全国実態」 
p.10 （建設省土木研究所、平成 10 年 1 月 23 日）https://thesis.pwri.go.jp/files/doken_shiryou_3534_00.pdf（閲覧
日：令和 7 年 7 月 2 日） 

表-2 波による地形変化の限界水深 

https://thesis.pwri.go.jp/files/doken_shiryou_3534_00.pdf
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べ、環境影響を大幅に低減することができる。 
 なお、洗堀防止として機能している補助部材（フィルターユニット）は、本海洋施設
に含まれないが将来的に不要となった時点で容易に回収可能であることから、撤去の対
象とせず、青森県への国有財産使用更新許可申請の上、継続設置する予定である。 
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